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２０２４年度 末次保育園 重要事項説明書 

 

保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

１ 施設運営主体 

名称 社会福祉法人誠会 

所在地 大阪市平野区加美北５－４－１５ 

電話番号 ０６－６７９２－６４５５ 

代表者氏名 理事長 梶本利一 

 

 

２ 利用施設 

施設の種類 保育所 

施設の名称 末次保育園 

施設の所在地 大阪市平野区加美北５－４－１５ 

連絡先 電話 ０６－６７９２－６４５５ 

FAX ０６－６７９３－６４９１ 

管理者 園長 梶本恒平 

対象児童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育

を必要とする小学校就学前児童 

認可定員 0歳児  ２４人  1歳児  ３０人 

2歳児  ３３人  3歳児  ３５人 

4歳児  ３８人  5歳児  ４０人    

利用定員 満3歳以上の児童       ６８人 

満1歳以上満3歳未満の児童  ４３人 

満1歳未満の児童       ９人 

開設年月日 １９７０ 年  ４ 月  １ 日 

事業所番号 ２７１００５１００４７７０ 

ホームページ http://www.suetsugu-hoikuen.com/suetsugu 

 

３ 施設の目的・運営方針 

 末次保育園（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする児童を日々受け入

れ、保育を行うことを目的とします。 
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理  念 

誠会は、多様な労働や家事につき、子育てをする人たちの労働を保障し、子どもたちの身

体と心をしっかり育て、地域社会の福祉の進歩に貢献します。 

 

基本理念 

1. 働く人たちの労働を保障するため、ニーズに応えた保育を提供するよう努めます。 

 

2. 人間の土台である子どもたちの身体と心をしっかり育てます。 

 

3. 少子化で子育て環境が厳しい折、子育てに役立つ情報を提供し、学習、交流を行い、協

力しあって地域の子育て力向上に努めます。 

 

4. いろいろな行事を通じ、地域の子どもたちの交流を深めあいます。 

 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

（１） 施 設 

敷 地 １，８０４,４７㎡ 

園 舎 
構 造 鉄筋コンクリート造 鉄筋スレート 木造瓦葺 

延べ面積 １，３１６,６４㎡ 

園 庭 地上園庭 １，０１０,７８ ㎡ 

 

（２） 主な設備 

設備 部屋数 備 考 

乳児室 ２ 乳児棟 

ほふく室 有 95,2㎡ 

保育室 １１ 幼児棟 

遊戯室（ホール） 有  

調理室 有  

その他 園庭・屋上プール・沐浴室・事務室・医務室等 
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５ 提供する保育等の内容 

 当園は、保育所保育指針を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

（１） 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

下記８に記載する時間において、保育を提供します。 

（２） 保育の特色 

○ 子どもたちが、命生き生きと輝き発達成長するために、早寝・早起き・朝ごはん・運動の生活

リズムを守ることが大切です。思う存分身体を動かし、こころ躍らせ遊ぶことが大切です。子

どもたちに望ましい環境とよい食べ物を提供し、遊びと運動を保障し、人間の土台である子ど

もの身体をしっかり育ててやることが、将来の生きる力になります。 

○ 末次保育園では、子どもたちの育ちを保障するために科学的な全面発達の保育をしていきます。 

この基本方針を実践するために 

① 自然との関わり 

② 進化の道筋をたどったリズム運動 

③ 給食の充実 

④ 豊かな文化・豊かな生活との関わり 

⑤ 職員自らのたえざる自己研鑽 

⑥ 子どもと親と保育者とのコミュニケーションを大切にします 

○ 小学校へ行くまでは、全身の運動神経と感覚神経を育て、運動の巧緻性を育て、脳組織を発達さ

せます。知的教育を受ける時になったとき、それが十分受け入れることができるよう、子どもた

ちの発達を期します。 

子どもの身体とこころの成長発達に役立つリズム運動、遠出、山登りに積極的に取り組みます。 

○ 子どもの感性を高めるために、質の高い教材、情緒を豊かにする文化性の高いお話、歌、絵本、

紙芝居を提供します 

○ 子育てが大変困難な折、親子の対話、触れ合いが子どもの成長にとって大切な事。親によく理解

してもらうよう取り組みます。 

○ 送迎については、保護者等による送迎となります。 

 

（３） その他 

○ １９９２年（平成４年４月１日）一時保育事業開始 

○ １９９９年（平成１１年７月１日）休日保育事業開始 

○ ２０１４年（平成２６年３月３１日）大阪市子どもの家事業の廃止に伴い２４年続いた、放課後児

童育成事業、末次保育園「子どもの家」閉園 

○ ２０１４年（平成２６年４月１日）大阪市留守家庭対策事業『末次保育園 子どもの家』として事

業開始 

○ ２０１８年（平成３０年４月１日）一時保育事業基幹型から一時保育事業一般型へ移行（休日保育
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事業閉園） 

○ その他、地域新聞（ひまわり）の発行・生駒山歩き・子育て講座・リズム講座・育児相談会・公開

保育「保育園で遊ぼう」などなどの地域交流や子育て事業を実施 

 

 

６ 職員の職種、員数及び職務の内容（栄養士については別掲）R５年度４月１日現在 

職種区分 職務の内容 
施設職員人数 

常 勤 非常勤 

施設長 園務をつかさどり、所属職員を監督 １  

副園長 園長を助け、命令をうけて園務をつかさどる １  

主任保育士 園長を助け、命令を受けて園務の一部を整理、園児の保育をつかさどる １  

事務員 園内の事務 １  

保育士 園児の発育指導を及び安全管理 １６ ８ 

栄養士 園児給食の調理、栄養指導、食育に関する活動 ３  

調理員等 園児給食の調理、栄養指導、食育に関する活動補助  １ 

保育助手 保育士の補助  ５ 

指導員 末次保育園子どもの家の児童の指導及び安全管理 １ １ 

看護師 子どもの健康管理と登園全般の衛生管理  １ 

 

 当園では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年3月30日大阪

市条例第49号。以下「条例」という。）」の定める基準を尊守し、保育の実施に必要な職員として、下記

の職種の職員を配置しています。 

 

＜各職種の勤務体系＞ 

職種 勤務体系 

園長 正規の勤務時間（８３０～１６４５） 

主任保育士 正規の勤務時間（８３０～１６４５） 

保育士 正規の勤務時間 

（７００～１９００間で７時間３０分のシフト） 

栄養士 正規の勤務時間（７３０～１５４５） 

※ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
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７ 保育を提供する日 

 保育を提供する日は月曜日から土曜日までとします。 

 祝祭日や年末年始はお休みとします。 

 ※台風や災害などで休園する場合があります。 

  お盆期間や年度末において、保護者のご協力を頂いた上で休園とします。日程につきましては「年間

行事予定表」で別途お知らせします。 

 

８ 保育を提供する時間 

 保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

（１） 保育標準時間認定に係る保育時間 

保育標準時間認定に係る支給認定書を市町村から交付されている方の場合、７時から１８時までの

範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他の保育を必要とする時間を勘案し、当園と

の協議のうえで保護者ごとに決定します。 

なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は１８時から１９時まで

の範囲内で、延長保育を提供いたします。 

延長保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が

必要となります。 

 

（２） 保育短時間認定に係る保育時間 

保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時から１６時までの範

囲内で、保育を必要とする時間となります。 

実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との

協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。 

なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、１６時から１９時ま

での範囲内で、延長保育を提供いたします。 

延長保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用負担が必

要となります。 
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９ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配

置状況 

（１） 年間食育計画・食育個人記録（※資料）を基に、食と保育のつながりのある保育実践を展開する 

（２） 子どもの身体と心がしっかり成長するために給食の果たす役割を認識する 

（３） 主食は三分づき玄米食 

（４） 化学調味料、食品添加物をなるべく含まない安全な材料を使用する 

（５） 栄養バランスに留意し給与目標を守った献立をし、季節感豊かな調理を心がける 

（６） アレルギー対策について、医師の指示に従い、よく学習して、家庭・職員間で連携対応しあって

いく 

（７） 保育現場と給食室がよく連携し、子どもに合った安全で温かい給食の提供を図る 

（８） 季節の行事に合わせて、保育現場と給食室がよく連携しおいしくて楽しい行事給食の提供を図る 

（９） 家庭の調理の参考に資すべく「給食だより」を発行していく 

（１０） 食事の提供方法 

自園調理を基本とする。 

（１１） 食事の提供を行う日 

保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。 

※ただし、月１回遠出等に行くときはお弁当を持参して頂きます。 

児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 昼食 午後間食 備考 

0歳児 

クラス年齢・発達や

月令の差があります

が、おおむね１１時

ごろ提供します 

クラス年齢・発達や

月令の差があります

が、おおむね１５時

ごろ提供します 

離乳食を中心に 

1歳児 

幼児食 

2歳児 

3歳児 

4歳児 

5歳児 

※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

（１２） アレルギー対応状況 

除去食及び代替食に対応 

食物アレルギー対応マニュアル有 

※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば、医師の指示書をもとに保護者の方と調理担

当者等の保育園と適宜懇談会をとおして共通理解のもと、対応を進めていく。 

（１３） 栄養士の配置状況 

職務の内容 員数 常勤 備 考 

園児の栄養指導及び管理、給食の調理 ３ ３  
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１０ 利用料金 

（１） 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

（２） 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

（１）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 

お支払い方法については、別途お知らせします。 

 

 

１１ 特別支援教育・障がい児保育の取組状況 

 地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもが共に育ち合うことを基本的な考え方として障がい

児保育を行っています。 

 心身にハンディをもつ子どもについては、個人保育計画をもとに、より手厚い保育を家庭と共に実践し

ていきます。 

 

 

１２ 利用の開始に関する事項 

  区保健福祉センターの利用調整にもとづき当園に入所された支給認定を受けた保護者が本重要事項説

明書等に同意された後に保育の提供を開始します。 

 

 

１３ 利用の終了に関する事項 

  当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

（１） 園児が小学校に就学したとき 

（２） 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなった

とき 

（３） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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１４ 嘱託医 

 当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（１） 小児科 内科 

医療機関の名称 東大阪生協病院 

医院長名又は医師名 春本常雄 

所在地 東大阪市長瀬町１－６－１５ 

電話番号 ０６－６７２６－１１８１ 

（２） 歯科 

医療機関の名称 平井歯科 

医院長名又は医師名 平井拓也 

所在地 大阪市平野区平野市町２－７－１２ 

電話番号 ０６－６７９３－５４５４ 

（３） 眼科 

医療機関の名称 三宅眼科 

医院長名又は医師名 三宅直子 

所在地 東大阪市長栄寺１１－９ カーセリオ1F 

電話番号 ０６－６７８４－４１１３ 

 

 

１５ 緊急時の対応 

 お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、園の嘱託医もしくは、保護者

の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

※ 事故防止と危機管理マニュアル・応急処置マニュアル作成・運用 

 

 

１６ 非常災害時の対策 

(１) 非常時の対応は、別途に定める、消防計画を基本に対応いたします。 

(２) 建物及び消防用設備の概要は下記のとおりです。 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

自動火災報知機 有 誘導灯 有 

ガス漏れ報知器 有 非常警報装置 有 

非常用電源 有 スプリンクラー 無 

その他（AED） 有   

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月1回以上実施します。 
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(３) 避難・消火・地震訓練を月１回以上、年間計画をもとに実施していきます。 

(４) 地震の備えとして、頭巾・災害備蓄品などを準備しています。 

(５) 年一回、消防署の隊員さんを講師に招き、救急救命法を講習しています。 

(６) 緊急時の連絡手段は、パピーナアプリのメッセージで情報提供を行います。 

 

 

１７ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

（１） 年度当初、年間適宜、職員に対して虐待防止研修を実施 

（２） 虐待防止マニュアルの作成・運用 

 

 

１８ 要望・苦情に関する相談窓口 

  当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者：塚原久和 

・ご利用時間：７時～１９時 

・電話番号 ：０６－６７９２－６４５５ 

・FAX   ：０６－６７９３－６４９１ 

担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 

稲森 豊 
電話番号０６－６７９９－０６０２ 

役職・肩書：当法人監事  

近藤 遒 
電話番号０６－６７６１－１１７１ 

役職・肩書：大阪市私立保育園連盟会長 

※ 当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 

１９ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

  当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 事故対策保険 

保険の内容 死亡・後遺症・入院等 

保険加入金額 1人 2,000円 

保険会社 全国私立保育園連盟 

※日本スポーツ振興センター災害共済保険にも加入しています。1人365円 

 大きなケガの場合は、全国私立保育園連盟の保険により対応します。 
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２０ 園児の利用状況（毎年度５月１日現在） 

 令和３年 令和4年 令和５年 

０歳児 １６人 １５人 ６人 

１歳児 ２４人 １５人 ２１人 

２歳児 ２１人 ２２人 １８人 

３歳児 ３３人 ２２人 ２４人 

４歳児 ２９人 ３０人 １９人 

５歳児 ３１人 ２９人 ２８人 

 

２１ 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

項 目 受審、実施状況 受審、実施結果 

第三者評価受審状況 

平成１９年度受審 良 

平成２７年度受審 良 

令和５年度受審 良 

自己評価の実施状況 毎年度実施 良 

 

２２ 子ども・子育て支援法第９条第３項、第５項の規定により公表・公示

された旨 

  なし（有る場合は、その旨及び公表・公示内容を記載） 

 

２３ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、営利活動 
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教

活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

２４ その他 

  入園時、新年度に配布する「末次保育園のしおり」の記載内容については、守ってくださるようお願

いいたします。 
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○別表○ 

 

 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

 

項 目 理由及び目的 金額（月額） 

３歳以上児給食費 

幼児給食費、年間食育計画・食育個人記録をもとに

食と保育のつながりのある保育実践を展開する、玄

米食、季節を取り入れた給食メニューにかかる食材

費用、行事食にかかる食材費用として 

主食費２，０００円 

副食費５，０００円 

教材費 

カラー帽子、衣類箱、登降園 ICカード、折り紙、

画用紙、絵本、マジック、のり、はさみ、おたより

ノート、育児日記ノート、絵本、紙芝居、絵の具、

玩具、折り紙、こま、なわとび、ボールなどの費用

として 

０歳児     １００円 

１，２歳児 １，３００円 

３，４，５歳児      

１，６００円 

行事費 

人形劇鑑賞、音楽鑑賞、子どもまつり、運動会（電

気工事代）、お泊まり保育、お誕生日写真、花火、

もちつき、クリスマス会 夏祭り、節分、進級を祝

う会、園外保育費などの費用として 

０歳児     １４０円 

１，２歳児 １，３６０円 

３，４，５歳児        

１，５６０円 

害虫等駆除費 

エタノール、ペーパータオル、石鹸、蚊取り線香、

ナイロン手袋、ゴキブリ駆除代、塩素消毒などの感

染症対策、害虫駆除などの費用として 

０歳児～５歳児 

２００円 

貸布団リース代 上下一組（午睡時使用） 
０歳児～５歳児 

      １，２１０円 

貸おむつリース代 おむつ（布）、おむつカバー ０歳児    ２，４２０円 

事故対策保険加入料 ０歳児～５歳児 １８０円 

 

※ サマーキャンプ代（夏） 約２１，０００円  ５歳児クラス 

※ 卒園アルバム代     約 ５，０００円  ５歳児クラス 

 

 

 

 



12 

 

２ 延長保育に係る利用者負担 

 

◆延長保育料金 

 ・月額利用料金 

時 間 料 金 

１８：００～１９：００ １ヶ月金額３，４００円 

  保育時間申請の時に延長保育をお申し込みの方は、別途延長保育利用申請書をお渡ししますの

で、書類の提出をお願いします。 

月額申請の場合は、口座からの引き落としとなります。 

 

 ・日額利用料金 

時 間 料 金 

７：００～８：００ 日額４５０円 

１６：００～１７：００ 日額４５０円 

１７：００～１８：００ 日額４５０円 

 毎月、月末締めの翌月に集金袋での徴収となります。 

 

※ 当園は、費用の支払いについて、領収書を発行いたします。 

尚、ご不明な点がありましたら遠慮なく事務室までお尋ね下さい。 

 


